
 

改正後 改正前 

ＪＡカード（一体型）規定 

 

１．（ＪＡカード（一体型）） 

(1) ＪＡカード（一体型）とは、当組合のＩＣキャッシュカード（ただし「Ｉ

Ｃカード規定」所定の代理人カードは除くものとします。）としての機能

（「ＩＣカード規定」および「デビットカード取引規定」により定められた

機能をいい、以下、「ＩＣキャッシュカード機能」といいます。）と、三菱

ＵＦＪニコス株式会社（以下、「当社」といいます。）のクレジットカード

としての機能（「ＪＡカード（一体型）会員規約」により定められた機能を

いい、以下、「クレジットカード機能」といいます。）を一体化し、双方の

機能を 1枚で提供するカードのことをいうものとします。なお、ＪＡカー

ド（一体型）のカード券面には「ＪＡ ＣＡＲＤ」と表示する他、氏名（ロ

ーマ字表示）、クレジットカードの会員番号、有効期限およびＩＣキャッシ

ュカードの貯金口座番号等が表示されるものとします。 

(2) ＪＡカード（一体型）は、「普通貯金規定」、「普通貯金無利息型（決済

用）規定」、「総合口座取引規定」、「総合口座（普通貯金無利息型）取引規

定」、「営農貯金規定」のうちＪＡカード（一体型）のクレジットカード機

能の利用代金を決済する口座に関連する規定（以下、「関連規定」といいま

す。）、「ＩＣカード規定」、「デビットカード取引規定」、「ＪＡカード（一

体型）会員規約」および「ＪＡカード（一体型）規定」（以下、「本規定」

といいます。）を承認のうえ、当組合および当社所定の方法にて入会を申し

込み、当組合および当社が認めた者（以下、「利用者」といいます。）に対

し、１枚のみ発行されるものとします。 

(3) （省略） 

   

２．（省略） 

 

ＪＡカード（一体型）規定 

 

１．（ＪＡカード（一体型）） 

(1) ＪＡカード（一体型）とは、当組合のＩＣキャッシュカード（ただし「Ｉ

Ｃカード規定」所定の代理人カードは除くものとします。）としての機能

（「ＩＣカード規定」（追加）により定められた機能をいい、以下、「ＩＣ

キャッシュカード機能」といいます。）と、三菱ＵＦＪニコス株式会社（以

下、「当社」といいます。）のクレジットカードとしての機能（「ＪＡカード

（一体型）会員規約」により定められた機能をいい、以下、「クレジットカ

ード機能」といいます。）を一体化し、双方の機能を 1枚で提供するカード

のことをいうものとします。なお、ＪＡカード（一体型）のカード券面に

は「ＪＡ ＣＡＲＤ」と表示する他、氏名（ローマ字表示）、クレジットカ

ードの会員番号、有効期限およびＩＣキャッシュカードの貯金口座番号等

が表示されるものとします。 

(2) ＪＡカード（一体型）は、「普通貯金規定」、「普通貯金無利息型（決済

用）規定」「総合口座取引規定」、「総合口座（普通貯金無利息型）取引規定」

（追加）のうちＪＡカード（一体型）のクレジットカード機能の利用代金

を決済する口座に関連する規定（以下、「関連規定」といいます。）、「ＩＣ

カード規定」、（追加）「ＪＡカード（一体型）会員規約」および「ＪＡカ

ード（一体型）規定」（以下、「本規定」といいます。）を承認のうえ、当組

合および当社所定の方法にて入会を申し込み、当組合および当社が認めた

者（以下、「利用者」といいます。）に対し、１枚のみ発行されるものとし

ます。 

(3) （省略） 

 

２．（省略） 

 



 

改正後 改正前 

３．（ＪＡカード（一体型）の取り扱い） 

(1) （省略） 

(2) 利用者が、ＪＡカード（一体型）のデビットカードとしての機能（「デビ

ットカード取引規定」により定められた機能をいいます。）およびクレジッ

トカード機能の両機能を使用できる加盟店においてＪＡカード（一体型）

を利用してショッピングを行う場合には、ＪＡカード（一体型）提示の際

に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとし

ます。 

(3) 第 1 項 および第２項 において利用者の過失により使用方法を錯誤した

場合に生じる不利益・損害については、利用者の負担とし、また利用者は、

利用者の過失により使用方法を錯誤した場合の取り引きに基づく債務に

ついての支払義務を免れないものとします。 

 

４．（有効期限） 

(1) ～(3)（省略） 

 (4) 第２項で利用者が新カードの交付を受けた場合は、新カードを初めて自

動機に挿入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会

等を行った時点 、あるいはデビットカードとしての機能を使用した時点

で、それまでご利用中のＪＡカード（一体型）（以下、「旧カード」といい

ます。）の使用ができなくなります。また、新カードを使用しない場合でも、

旧カードは当該カードに印字されている有効期限後に、当該カードの使用

ができなくなります。 

(5) （省略） 

 

５．～10. （省略） 

 

11．（店舗統廃合） 

３．（ＪＡカード（一体型）の取り扱い） 

(1) （省略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

(2) 第 1項（追加）において利用者の過失により使用方法を錯誤した場合に

生じる不利益・損害については、利用者の負担とし、また利用者は、利用

者の過失により使用方法を錯誤した場合の取り引きに基づく債務につい

ての支払義務を免れないものとします。 

 

４．（有効期限） 

(1) ～(3)（省略） 

(4) 第２項で利用者が新カードの交付を受けた場合は、新カードを初めて自

動機に挿入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会

等を行った時点（追加）で、それまでご利用中のＪＡカード（一体型）（以

下、「旧カード」といいます。）の使用ができなくなります。また、新カー

ドを使用しない場合でも、旧カードは当該カードに印字されている有効期

限後に、当該カードの使用ができなくなります。 

 

(5) （省略） 

 

５．～10. （省略） 

 

11．（店舗統廃合） 



 

改正後 改正前 

(1) （省略） 

(2) 第１項で利用者が店舗統廃合に伴う新カードの交付を受けた場合は、こ

れらのカードを初めて自動機に挿入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現

金の借受または残高照会等を行った時点、あるいはデビットカードとして

の機能を使用した時点 で、それまでご利用中の旧カードの使用ができなく

なります。また、店舗統廃合に伴う新カードを使用しない場合でも、旧カ

ードは当該カードに印字されている有効期限後に、当該カードの使用がで

きなくなります。 

(3) （省略） 

 

12．（情報の管理および同意） 

(1) （省略） 

(2) 利用者は、ＪＡカード（一体型）の発行、管理等業務遂行上必要な範囲

で、当組合および当社で当該利用者の属性情報（当該利用者が当組合およ

び当社に対しＪＡカード（一体型）申込時に申込書等により届け出た情報

および第６条に基づいて届け出た情報をさすものとします。）、ＪＡカード

（一体型）の機能の全部または一部の利用の可否の判断に関わる当該利用

者の情報（第４条、第５条、第７条、第８条、第９条、第 10条第２項記載

の事項、関連規定、「ＩＣカード規定」、「デビットカード取引規定」また

は「ＪＡカード（一体型）会員規約」に違反した事実等）の共有がなされ

ることについて、あらかじめ同意するものとします。 

(3) （省略） 

 

13．（規約および規定の準用） 

「本規定」に特段の定めがない場合は、ＪＡカード（一体型）のＩＣキャ

ッシュカード機能については関連規定、「ＩＣカード規定」、「デビットカー

(1) （省略） 

(2) 第１項で利用者が店舗統廃合に伴う新カードの交付を受けた場合は、こ

れらのカードを初めて自動機に挿入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現

金の借受または残高照会等を行った時点（追加）で、それまでご利用中の

旧カードの使用ができなくなります。また、店舗統廃合に伴う新カードを

使用しない場合でも、旧カードは当該カードに印字されている有効期限後

に、当該カードの使用ができなくなります。 

 

(3) （省略） 

 

12．（情報の管理および同意） 

(1) （省略） 

(2) 利用者は、ＪＡカード（一体型）の発行、管理等業務遂行上必要な範囲

で、当組合および当社で当該利用者の属性情報（当該利用者が当組合およ

び当社に対しＪＡカード（一体型）申込時に申込書等により届け出た情報

および第６条に基づいて届け出た情報をさすものとします。）、ＪＡカード

（一体型）の機能の全部または一部の利用の可否の判断に関わる当該利用

者の情報（第４条、第５条、第７条、第８条、第９条、第 10条第２項記載

の事項、関連規定、「ＩＣカード規定」（追加）または「ＪＡカード（一体

型）会員規約」に違反した事実等）の共有がなされることについて、あら

かじめ同意するものとします。 

(3) （省略） 

 

13．（規約および規定の準用） 

「本規定」に特段の定めがない場合は、ＪＡカード（一体型）のＩＣキャ

ッシュカード機能については関連規定、「ＩＣカード規定」（追加）を、クレ



 

改正後 改正前 

ド取引規定」を、クレジットカード機能については「ＪＡカード（一体型）

会員規約」を準用するものとします。  

また、「本規定」と関連規定、「ＩＣカード規定」、「デビットカード取引規

定」または「ＪＡカード（一体型）会員規約」の内容が両立しない場合は、

「本規定」が優先的に適用されるものとします。 

 

14. （省略） 

以 上  

 

（令和 4年 11月 14日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジットカード機能については「ＪＡカード（一体型）会員規約」を準用する

ものとします。  

また、「本規定」と関連規定、「ＩＣカード規定」（追加）または「ＪＡカ

ード（一体型）会員規約」の内容が両立しない場合は、「本規定」が優先的に

適用されるものとします。 

 

14. （省略） 

以 上 

 

（令和元年 11月１日現在） 

 

 




